
8年度特例要件を満たす。 0

8年度特例要件を満たすことで、当該要件を満たすこととしている場合、
9年 3月 末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約します。

令和8年度特例要件を満たさない場合、各加算区分の算定に必要な令和8年度中の職場環境等要件を満たす。

※こちらを選択する場合には、下記の職場環境等要件の表にチェックをしてください。

(6)職場環境等要件

【4,5月 は、処遇改善加算 I・ Ⅱ、6月 以降は処遇改善加算 Iイ、I口、■イ、Ⅱ口が対象】

⇒・届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(7)する又は令和8年度中に要件整備を行う誓約をすること(「
イ入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、

「腰痛を

含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施すること。
イ生産性向上のための取組」のうち3以上の取組 (うち①は必須)を実施すること。

【処遇改善加算Ⅲ・Ⅳが対象】

⇒・届出に係る計画の期間中
・「入職促進に向けた取組」
含む心身の健康管理」及

に実施する事項について、チェック(ン )する又は令和8年度中に要件整備を行う誓約をすること(「

、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を

び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上を実施するとともに全体から8以上の取組を実施すること。

・「生産性向上のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営

であり、④の取組を実施している場合は、④の2を選択すること。
するような法人等の小規模事業者

【6月 以降新規に対象となるサービスが対象】

⇒・届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック(7)する又は令和8年度中に要件整備を行う誓約をすること(「
・「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を

含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに 以ヽ上を実施すること。
・「生産性向上のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者

であり、④の取組を実施している場合は、④の2を選択すること。
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明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の
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④各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICT

インフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取

組の実施

④の2司 法人あたり司の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者であり、④の取組を実施して
いる。
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r
∝ ティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による1回々の福祉・介護概員の気つきを踏まえた劃務ナ環境

や支援内容の改善

/ ④地域社会
への参加・包容(インクルージヨン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児重・生徒や住民

との交流の実施

r ⑪利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
/ ⑪支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供


